
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆パートタイム・有期雇用労働法同一労働・同一賃金のルールについて 

 
セミナー終了後、ご希望の企業に対して個別相談を行います。各セミナー開催日に受付にてご予約承ります。 

 

静岡働き方改革推進支援センターホームページ 

 
セミナーのご案内からお申込みください！ 

 

開催場所：沼津合同庁舎 会議室 

住 所：沼津市市場町 9-1 沼津合同庁舎 5階 

 

静岡働き方改革推進支援センター 

☎0800-200-5451 受付時間 平日９：００～１７：００（年末年始除く） 

 E-mail shizuoka@workstylereform.net 

セミナーお申込み 

はこちらから！→ 

参加 

無料 

202６年１月２３日（金） 

１４：００～１５：００ 

同一労働・同一賃金セミナー 

令和７年度 厚生労働省 委託事業（受託団体 全国社会保険労務士会連合会） 

講師 副センター長 髙妻 理愛 


